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2.32 ５・６号機 電源系統設備 

2.32.1 系統の概要 

通常電力供給を 66kV 送電線 2回線（双葉線１号，２号）及び非常用ディーゼル発電機

（５号機 2 台，６号機 2 台設置）で構成し，多重化・多様化を図っており外部電源が喪

失した場合でも安定した電力供給が可能である。 

各機器への電力供給は，既設の 66kV 開閉所，起動変圧器，6.9kV 所内高圧母線及び 480V

所内低圧母線を通じて行っており，主要な計測用電源や制御用電源については，蓄電池

からも供給することが可能である。 

なお，中央制御室にて送電線電圧及び所内高圧母線電圧を監視できる装置を備えてお

り，故障が発生した場合には，異常を検知し，その拡大及び伝播を防止するため異常箇

所を自動的に切り離す保護装置を備えている。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

  ＜外部電源＞ 

福島第一原子力発電所５・６号機の特定原子力施設に電力供給する送電線は，66kV

送電線5回線（双葉線１号，２号，大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線）

で構成されている。（大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線から所内高圧

母線を通じて受電することも可能） 

  ＜非常用ディーゼル発電機＞ 

非常用ディーゼル発電機は復旧済みである。（高圧炉心スプレイ系を除く） 

高圧炉心スプレイ系を使用しないことから，６号機の高圧炉心スプレイ系の非常

用ディーゼル発電機については，使用しないこととする。 

万が一，外部電源（双葉線１号，２号）が喪失した場合には，電力供給を必要と

する負荷に対して，非常用高圧母線に接続する動作可能な非常用ディーゼル発電機

は十分確保されている。（添付資料－２ 参照） 

 

＜所内高圧母線＞ 

    所内電源構成は震災前と同等であり，使用済燃料プール注水機能を有する機器に

電力を供給している。 

震災時，所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失したことから，現状の設備

に加え津波対策のため，津波による影響がない場所を想定し所内高圧母線（電源喪

失時に使用）を設置している。 

所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失した場合，切替操作を行い６号機非

常用ディーゼル発電機または電源車から，津波による影響がない場所を想定し設置

している所内高圧母線（電源喪失時に使用）を通じて，使用済燃料プール注水機能

を有する機器等に電力を供給する。 
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なお，信頼性向上のため所内高圧母線の増強している。（添付資料－３ 参照） 

  ＜仮設設備＞ 

震災以降，仮設設備を設置しており電力を供給している。（添付資料－４ 参照） 

  ＜代替電源＞ 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機が使用できない場合は，電源車を代替電源

として配備しており，使用済燃料プール注水機能を有する機器等に電力を供給する。

（添付資料－５ 参照） 

＜ケーブル・海水配管＞ 

５・６号機の海水系ポンプ（残留熱除去海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機

冷却海水系ポンプ，補機冷却海水系ポンプ）に電力を供給するケーブルは，一部が

没水しており，時間の経過により絶縁性能の低下が懸念される。このため，予備の

ケーブルを敷設することで設備の信頼性向上を図っている。 

また，非常用ディーゼル発電機冷却海水系の冷却水配管は，トレンチ内で一部に

津波による没水部位がある。このため，設備の健全性は系統圧力や温度監視により

確認できるものの，長期的には設備に支障をきたす可能性は否定できないことから，

没水配管における健全性評価及び漏えいが発生した場合に備えた諸方策の検討を実

施している。（添付資料－６ 参照） 

 

2.32.2 要求される機能 

(1)燃料交換において,外部電源が1系列動作可能であること。 

(2)非常用所内電源が使用できない場合は，代替となる電源を有すること。 

 

2.32.3 主要な機器 

(1)５号機 

a.変圧器 

(a)起動変圧器 

起動変圧器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第５回工事計画認可申請書(48公第3622号 昭和48年6月26日認可) 

 

b.非常用電源設備（Ａ）（Ｂ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画認可申請書等により確認

している。 

建設時第９回工事計画認可申請書(48資庁第2745号 昭和48年11月19日認可) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 
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(b)非常用ディーゼル発電機冷却海水系 

①ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

 

②ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

 

③主配管 

主配管については，以下の工事計画届出書等により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届

出) 

 

c.直流電源装置（添付資料－２ 参照） 

(a)所内蓄電池 

所内蓄電池については，福島第一原子力発電所５号炉原子炉設置変更許可申請

書 添付書類八により確認している。 

 

(b)中性子モニタ用蓄電池 

中性子モニタ用蓄電池については，福島第一原子力発電所５号炉原子炉設置変

更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

(2)６号機 

a.非常用電源設備（Ａ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 
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(b)非常用ディーゼル発電機冷却海水系 

①ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官8第112号 平成8年7月16日届出) 

 

②ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認

可)  

 

③主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認

可) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31

日届出)  

 

b.非常用電源設備（Ｂ） 

(a)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画届出書により確認してい

る。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出)  

 

(b)非常用ディーゼル発電機補機冷却系 

非常用ディーゼル発電機補機冷却系（空気冷却器・ポンプ・主配管）について

は，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出) 

 

c.直流電源装置（添付資料－２ 参照） 

(a)所内蓄電池 

所内蓄電池については，福島第一原子力発電所６号炉原子炉設置変更許可申請

書 添付書類八により確認している。 
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 (3)５・６号機共用 

   代替電源(電源車) 

    台   数         ２台以上 

容   量(kVA)      ５００（１台あたり） 

電   圧(kV)      ６．６  

相   数         ３ 

周 波 数(Hz)       ５０ 

タンク容量/燃料消費率  ２時間以上 

 

2.32.4 構造強度及び耐震性 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

(1)５号機 

  建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

建設時第９回工事計画認可申請書(48資庁第2745号 昭和48年11月19日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出)  

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第603号 昭和51年9月9日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出) 

(2)６号機 

建設時第５回工事計画認可申請書(50資庁第4675号 昭和50年6月5日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出) 

工事計画届出書(総文発官8第112号 平成8年7月16日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 

 

 

 



 

 

Ⅱ-2-32-6 

2.32.5 添付資料 

添付資料－１ 所内単線結線図及び監視装置について 

添付資料－２ 非常用ディーゼル発電機及び直流電源装置の容量について 

添付資料－３ 所内高圧母線の増強について 

添付資料－４ 仮設設備負荷一覧 

添付資料－５ 電源車負荷リスト 

添付資料－６ 非常用ディーゼル発電機冷却海水系の一部没水配管における健全性評

価について 



 

 

 
添付資料－１ 

 

所内単線結線図及び監視装置について 

 

1.所内単線結線図 

所内単線結線図の構成については震災前と同等であり，その設計に変わりないことを，

福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により確認し

ている。 

 

2.監視装置 

  監視装置については，中央制御室にて監視できる装置を備えており，その設計・機能

に変わりないことを福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書

類八により確認している。 
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添付資料－２ 
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非常用ディーゼル発電機及び直流電源装置の容量について 

 

現状，復旧している設備については震災前と同等であることを以下の様に確認している。 

 

1.非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉

設置変更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

2.直流電源装置 

  直流電源装置の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許

可申請書 添付書類八により確認している。 



 

 

 

添付資料－３ 
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所内高圧母線の増強について 

 

津波による影響がないと想定される高所に所内高圧母線（M/C5E）を設置することにより，

電源の更なる信頼性向上を図ることを目的とする。 

 

1.工事の概要 

津波による影響がない場所を想定し所内高圧母線（M/C5F）を設置したが，更なる信頼

性向上のため，所内高圧母線（M/C5E）を設置する。所内高圧母線（M/C5E）増強前後の

単線結線図を図－１に示す。 

なお，１～４号との連系線を含めた構成についてはⅡ.2.7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 増強前後の単線結線図 
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2.工事の範囲 

津波による影響がないと想定される高所に設置した建屋内に M/C5E を設置する。電源

構成は，所内共通 M/C1A との接続を M/C5A から M/C5E に変更し，M/C5F とも接続する。 

 

3.設計方針 

設置する所内高圧母線（M/C5E）の設計方針については，別添－１参照。 

 

4.工程 

年度 
2013 2014 

第 4 四半期 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期 

M/C5E 

     

 

 

5.設置場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.別添 

別添－１ 所内高圧母線（M/C5E）の設計方針について 

 

図－２ 工事工程 

所内高圧母線の増強 

図－３ 設置場所 

M/C5E 設置場所 

６号機 ５号機 

固体廃棄物貯蔵庫 

第１，２棟 

M/C5E 設置場所 

６号機 ５号機 

固体廃棄物貯蔵庫 

第１，２棟 



 

 

 

別添－１ 
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所内高圧母線（M/C5E）の設計方針について 

 

1.規格・基準等 

  所内高圧母線（M/C5E）の設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，電気設備に

関する技術基準を定める省令に従うほか，電気学会電気規格調査会標準規格（JEC 規格），

日本産業規格（JIS 規格）等の基準に準拠する。 

 

2.火災防護 

所内ケーブル，電源盤等の材料は，不燃性又は難燃性のものを使用することを基本と

し，電源盤にて火災が発生した場合は，その火災を検知し５・６号中央操作室へ警報を

出力させる。また，電源盤の近傍に消火器を設置し，初期消火の対応ができるようにす

る。 

 

3.監視等 

所内高圧母線（M/C5E）の故障が発生した場合には，異常を検知し５・６号中央操作室

にて，警報を確認できることとする。また，その拡大及び伝播を防止するため,異常箇所

を自動的に切り離す保護装置を備える。 

 

4.構造強度及び耐震性 

(1)所内高圧母線（M/C5E）は，耐震設計審査指針上の C クラス設備と位置づけられてお

り，原子力発電所耐震設計技術規程（JEAC4601）を準拠し Cクラス設備として設計す

る。 

(2)ケーブル及び電線路については，フレキシビリティを持たせた構造を基本とする。 

 

5.小動物侵入防止対策 

電源盤内への小動物の侵入による短絡・地絡事故を防止するため，小動物の侵入する

恐れのある電源盤については，貫通孔等の侵入路の閉塞を行う。 

 

6.耐雷対策 

所内高圧母線（M/C5E）の電路は，管路布設となる。従って，高圧の架空電線路がない

ことから，耐雷対策は考慮しない。 

 



 

  

 

添付資料－４ 
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仮設設備負荷一覧 

 

仮設設備 供給電源箇所 

滞留水貯留設備 

移送設備 
M/C 5B 

浄化ユニット 

移送設備(建屋内) M/C 5SB-2 系低圧電源 

 



 

 
 

添付資料－５ 
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電源車負荷リスト 

 

 使用済燃料プール注水機能を有する機器等に対して，以下のように使用する負荷を選定

している。５・６号機の対象負荷へそれぞれ電源車（500kVA）から，所内低圧母線を通じ

て電力を供給する。 

 

５号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
30kW 

(約36kVA) 

直流125V充電器盤 33kVA 

直流250V充電器盤 86kVA 

No.1通信用充電器盤 22kVA 

照明用分電盤 35kVA 

交流120/240V計測用電源 50kVA 

 合計：約262kVA 

 

６号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
45kW 

(約60kVA) 

直流125V充電器盤 75.5kVA 

直流250V充電器盤 98.5kVA 

ＰＨＳ分電盤 15kVA 

照明用分電盤 50kVA 

交流120/240V計測用電源 50kVA 

 合計：約349kVA 

＊１：注水機能を有する機器 
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非常用ディーゼル発電機冷却海水系の一部没水配管における健全性評価について 

 

非常用ディーゼル発電機冷却海水系配管は，材質が炭素鋼であるが，腐食防止のために

表面塗装が施されており，塗装が健全であれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，

トレンチ内に海水が溜まっており配管の状態が確認できないことから，塗装がはく離し腐

食する可能性がある。なお，配管の内側はライニング処理により腐食がないものとし，こ

こでは，外面からの配管の腐食について評価する。 

まず，５号機及び６号機の工事計画届出書及び工事計画認可申請書では，配管の肉厚 

（５号機：8.13mm，６号機：7.2mm）及び必要肉厚（５号機：3.80mm，６号機：3.8mm）の

記載＊１がある。これまでは，計画的な点検により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗

装を実施し健全性を維持している。 

しかしながら，配管が海水中に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能性があ

る。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊２によ

れば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているため，水面

からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。  

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は５号機で約 14 年，６号機で約 11 年

となると予測される。 

＊１：以下の工事計画届出書及び工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

５号機：工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

６号機：建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

＊２：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 
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